
 

『消費税率に関する経過措置 対象となる項目発表―国税庁』 
 

 国税庁はこのほど、ＨＰ上で「平成３１年１０月１日以後適用する消費税率等に関する経過措置」を

公表した。税率の引き上げられる同日（以下、３１年施行日）以後に国内において事業者が行う資産の

譲渡、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物であっても、経過措置の対象となる取引に

ついては８％が適用される。 

 対象となるのは、〇３１年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪

場、美術館、遊園地等への入場料金で平成２６年４月１日から３１年施行日までの間に領収しているもの

〇継続供給契約に基づき、３１年施行日前から継続して供給している電気、ガ

ス、水道、電話、灯油に係る料金等で、同日から１０月３１日までの間に料金の

支払を受ける権利が確定するもの〇平成２５年１０月１日から３１年４月１日の

前日までに締結した、工事に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、設

計及びソフトウェアの開発等に係る契約を含む）に基づく、３１年施行日以後

に行う課税資産の譲渡など。他にも、資産の貸付け、指定役務の提供（冠婚葬

祭のための施設やその他便益の提供）、予約販売に係る書籍等、特定新聞、

通信販売、有料老人ホームにおける役務提供、特定家庭用機器の再商品化、

等が該当する。 

 

 『 平成３１年新卒採用状況 企業新卒内定状況調査発表』 

 
 人手不足が深刻化する中、各企業では事業の継続の観点からも若い労働力の確保が絶対条件と

なっている。株式会社マイナビの調査によると、平成３１年卒業予定者における採用充足率（内定者

数／募集人数）は８４．４％となった。過去１０年で最低だった平成２７年及び３０年卒業の８３．０％より若

干上回っているものの、依然として売り手市場が続く、企業にとっては厳しい状況であることが明らかと

なった。 

 企業の上場、非上場の別で資料を見ると、上場企業においては採用充足率が９５．９％でほぼ予定通

りの採用ができたのに対し、非上場企業では７６．５％にとどまっており、知名度や安定性などを重視する

学生の志向がそのまま反映される結果となっている。また、複数の企業から

内々定を取得する学生は依然として多く、学生による内々定後の辞退率を前

年より高かったと回答した企業は３４．０％となっており、３社に１社は高い辞退

率に直面しているようだ。労働力不足の懸念から外国人の労働力化が注目さ

れることが増えているが、３１年卒採用で外国人留学生の採用をした、または

する予定と回答した企業は１１．７％にとどまっている。主な理由は外国人労

働者を受け入れる環境が未整備であることのようだ。 
 
    出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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